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規

則

■群
馬
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
三
十
三
号

群
馬
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
款

女
子
大
学
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
七
条
）
」
を
「
第
二
款

削
除
」
に
、

「
第
十
八
款

県
民
健
康
科
学
大
学
（
第
七
十
二
条
―
第
七
十
四
条
）
」
を
「
第
十
八
款

削
除
」

に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
中
「
、
大
学
」
を
削
り
、
「
及
び
こ
れ
ら
に
準
じ
る
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
総
務
部
の
部
総
務
課
の
項
中
「
、
県
立
大
学
法
人
係
」
を
削
り
、
同
表
企
画

部
の
部
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
推
進
課
の
項
を
削
り
、
同
表
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
の
部
ス
ポ
ー
ツ
振
興

課
の
項
中
「
競
技
力
向
上
係
」
の
下
に
「
、
国
体
準
備
係
」
を
加
え
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
部
健
康

福
祉
課
の
項
中
「
、
総
合
政
策
係
」
を
削
り
、
同
部
介
護
高
齢
課
の
項
中
「
企
画
推
進
係
、
介
護
保

険
係
」
を
「
企
画
・
介
護
保
険
係
」
に
改
め
、
同
部
国
保
援
護
課
の
項
中
「
国
保
改
革
推
進
係
」
を

「
国
保
運
営
係
」
に
改
め
、
同
部
食
品
・
生
活
衛
生
課
の
項
中
「
監
視
指
導
・
表
示
対
策
係
」
を

「
監
視
指
導
係
」
に
改
め
、
同
表
産
業
経
済
部
の
部
工
業
振
興
課
の
項
中
「
販
路
支
援
係
」
を
「
海

外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
室
」
に
改
め
、
同
表
県
土
整
備
部
の
部
河
川
課
の
項
中
「
防
災
係
、
ダ
ム
係
」
を

「
水
害
対
策
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
中
「
マ
ラ
ソ
ン
推
進
係
、
キ

ャ
ン
プ
地
誘
致
係
」
を
「
ア
ウ
ト
ド
ア
ス
ポ
ー
ツ
係
」
に
改
め
、
同
表
食
品
・
生
活
衛
生
課
の
項
中

「
安
全
推
進
係
」
を
「
安
全
推
進
・
表
示
対
策
係
」
に
改
め
、
同
表
産
業
政
策
課
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

工
業
振
興
課

海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
室

企
業
支
援
係

第
八
条
第
二
項
の
表
道
路
整
備
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

河
川
課

水
害
対
策
室

防
災
係

第
八
条
第
三
項
中
「
産
業
経
済
部
に
」
の
下
に
「
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
推
進
局
及
び
」
を
加
え
、
同

条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
局
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
課
を
置
き
、
当
該
課
に
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
を
置
く
。

局
名

課
名

係
名

コ
ン
ベ
ン
シ

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
推
進
課

管
理
係
、
誘
致
係
、
産
業
創
出
係

ョ
ン
推
進
局

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
施
設
整

建
築
係
、
設
備
係

備
課

観
光
局

観
光
物
産
課

観
光
政
策
係
、
国
際
観
光
係
、
観
光
推
進
係

第
十
一
条
第
二
項
中
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
」
を

「
総
務
部
は
、
振
興
局
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

第
十
三
条
総
務
課
の
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、

第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

群
馬
県
公
立
大
学
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
税
務
課
の
項
第
三
号
中
「
犯
則
取
締
り
」
を
「
犯
則
事
件
の
調
査
及
び
処
分
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
の
二
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
推
進
課
の
項
を
削
る
。

第
十
三
条
の
二
の
二
人
権
男
女
・
多
文
化
共
生
課
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
他
課
の
主
管
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
二
の
二
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
第
八
号
中
「
県
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に

「
（
伊
香
保
リ
ン
ク
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
四

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
二
の
二
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
中
第
十
九
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、

第
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

第
八
十
三
回
国
民
体
育
大
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
二
の
二
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の

主
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
一

ア
ウ
ト
ド
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
二
の
三
子
育
て
・
青
少
年
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
他
課
の
主
管
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
三
監
査
指
導
課
の
項
第
五
号
中
「
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
」
を
削
り
、
同
条

介
護
高
齢
課
の
項
第
五
号
中
「
及
び
特
例
民
法
法
人
」
を
削
り
、
同
項
第
十
号
中
「
及
び
介
護
老
人

保
健
施
設
」
を
「
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
医
療
院
」
に
改
め
、
同
条
国
保
援
護
課
の
項
中

第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
を
削

り
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

群
馬
県
国
民
健
康
保
険
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

四

群
馬
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
三
食
品
・
生
活
衛
生
課
の
項
第
八
号
中
「
旅
館
業
法
」
の
下
に
「
、
住
宅
宿
泊
事
業
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法
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
課
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
農
村
整
備
課
の
項
第
十
四
号
中
「
防
衛
施
設
周
辺
整
備
事
業
（
用
水
被
害
補
償
事
業
に

限
る
。
）
」
を
「
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
障
害
防
止
事

業
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
三

多
面
的
機
能
支
払
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

基
幹
水
利
施
設
管
理
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
工
業
振
興
課
の
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

総
合
科
学
技
術
の
振
興
（
他
課
の
主
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
工
業
振
興
課
の
項
中
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
五
号

と
し
、
第
十
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の

次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

十

鉱
業
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

外
国
政
府
等
と
の
経
済
交
流
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

も
の
づ
く
り
企
業
の
貿
易
及
び
海
外
投
資
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
工
業
振
興
課
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第

六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

県
試
験
研
究
（
他
課
の
主
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
産
業
人
材
育
成
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
推
進
課

一

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
主
管
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
施
設
整
備
課

一

群
馬
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
八
条
道
路
整
備
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

上
信
自
動
車
道
建
設
事
務
所
に
関
す
る
こ
と
。

「
女
子
大
学

「
県
民
健
康
科
学
大
学

第
二
十
条
第
二
号
中

を
「
美
術
館
」
に
、

を
「
衛
生
環

美
術
館

」

衛
生
環
境
研
究
所

」

境
研
究
所
」
に
改
め
る
。

第
三
章
第
二
節
第
二
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
款

削
除

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で

削
除

第
二
十
八
条
第
十
六
号
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
四
十
条
第
三
号
及
び
第
四
十
二
条
第
二
項
中

「
犯
則
取
締
り
」
を
「
犯
則
事
件
の
調
査
及
び
処
分
」
に
改
め
る
。

第
三
章
第
二
節
第
十
八
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
八
款

削
除

第
七
十
二
条
か
ら
第
七
十
四
条
ま
で

削
除

第
七
十
八
条
第
一
項
の
表
群
馬
県
館
林
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
中
「
地
域
支
援
第
一
係
」
を
「
総

務
福
祉
係
、
地
域
支
援
第
一
係
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
第
三
項
中
「
地
域
支
援
第
一
係
」
を
「
総
務
福
祉
係
、
地
域
支
援
第
一
係
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
地
域
支
援
係
、
地
域
支
援
第
一
係
及
び
地
域
支
援
第
二
係
の
項
第
一
号
中
「
前
条
第
二

項
総
務
福
祉
係
、
地
域
支
援
係
、
地
域
支
援
第
一
係
及
び
地
域
支
援
第
二
係
の
項
第
一
号
（
地
域
支

援
第
二
係
に
限
る
。
）
、
第
九
号
」
を
「
前
条
第
二
項
総
務
福
祉
係
、
地
域
支
援
係
、
地
域
支
援
第

一
係
及
び
地
域
支
援
第
二
係
の
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
百
十
九
条
の
三
第
十
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、

同
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
管
理
係
及
び
管
理
整
備
係
の
項
第
八
号
中
「
国
立
研

究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
」
に
改
め
、
同

条
第
八
項
管
理
係
及
び
管
理
整
備
係
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

国
土
調
査
法
に
よ
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
こ
と
（
管
理
整
備
係
に
限
る
。
）
。

第
百
十
九
条
の
三
第
八
項
計
画
調
整
係
の
項
第
一
号
中
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
総
合
研
究

所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
計
画
調
整
係
の
項

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

国
土
調
査
法
に
よ
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
十
九
条
の
三
第
八
項
渋
川
相
馬
整
備
係
の
項
第
一
号
中
「
渋
川
地
域
及
び
相
馬
ヶ
原
地
区

の
」
を
削
り
、
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
赤
城
西
麓
整
備
係
の
主
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を

加
え
、
同
条
第
八
項
渋
川
相
馬
整
備
係
の
項
第
二
号
中
「
相
馬
ヶ
原
地
区
用
水
補
償
事
業
」
を
「
相

馬
原
地
区
の
障
害
防
止
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
渋
川
相
馬
整
備
係
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

五

国
土
調
査
法
に
よ
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
十
九
条
の
三
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

７

前
条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
区
域
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
農
村
整
備
セ
ン
タ
ー
の
特
別
所
管
区
域
と
す
る
。

事
項

区
域

農
村
整
備
セ
ン
タ
ー
名

障
害
防
止
事
業
に
関
す

相
馬
原
地
区

群
馬
県
中
部
農
業
事
務
所
農
村
整
備
課

る
事
項

渋
川
農
村
整
備
セ
ン
タ
ー

県
営
農
業
農
村
整
備
事

赤
城
西
麓
地
区

群
馬
県
中
部
農
業
事
務
所
農
村
整
備
課

業
に
関
す
る
事
項

渋
川
農
村
整
備
セ
ン
タ
ー

第
百
三
十
五
条
第
一
項
中
「
病
理
生
化
学
係
及
び
Ｂ
Ｓ
Ｅ
係
」
を
「
遺
伝
子
検
査
係
及
び
病
理
生

化
学
係
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
微
生
物
係
の
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
細
菌
」
の
下
に
「
の
培

養
試
験
及
び
抗
体
検
査
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
微
生
物
係
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

遺
伝
子
検
査
係

一

病
性
鑑
定
（
ウ
イ
ル
ス
及
び
細
菌
の
遺
伝
子
検
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ

と
。



4

二

家
畜
衛
生
（
ウ
イ
ル
ス
及
び
細
菌
の
遺
伝
子
検
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
試
験

研
究
、
調
査
及
び
技
術
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
三
十
五
条
第
二
項
病
理
生
化
学
係
の
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
及
び
生
化
学
」
を
「
、
生

化
学
及
び
Ｂ
Ｓ
Ｅ
検
査
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
Ｂ
Ｓ
Ｅ
係
の
項
を
削
る
。

第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
金
属
材
料
係
、
化
学
材
料
係
」
を
「
先
端
も
の
づ
く
り
係
、
材
料
解

析
係
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
金
属
材
料
係
の
項
中
「
金
属
材
料
係
」
を
「
先
端
も
の
づ
く
り
係
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
金
属
材
料
係
の
項
第
一
号
中
「
金
属
材
料
に
つ
い
て
の
分
析
、
技
術
支
援
及

び
開
発
研
究
」
を
「
も
の
づ
く
り
技
術
の
高
度
化
支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
金
属
材
料
係
の
項

中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
第
二
項
化
学
材
料
係
の
項
中
「
化
学
材
料
係
」

を
「
材
料
解
析
係
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
化
学
材
料
係
の
項
第
一
号
中
「
化
学
材
料
」
を
「
材

料
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
化
学
材
料
係
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

機
械
部
品
の
故
障
解
析
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
金
属
材
料
係
、
化
学
材
料
係
」
を
「
先
端
も
の
づ
く
り
係
、
材
料
解

析
係
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
八
条
の
三
第
二
項
の
表
河
川
に
関
す
る
業
務
の
部
高
崎
市
の
う
ち
温
井
川
の
河
川
区
域

及
び
河
川
保
全
区
域
の
項
を
削
る
。

第
百
五
十
八
条
の
四
第
一
項
の
表
群
馬
県
安
中
土
木
事
務
所
の
項
中
「
総
務
用
地
係
」
を
「
総
務

係
」
に
改
め
、
「
ダ
ム
管
理
係
」
の
下
に
「
、
用
地
係
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
都
市
施
設
係
の
項

中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
百
七
十
三
条
第
三
項
の
表
女
子
大
学
の
項
及
び
県
民
健
康
科
学
大
学
の
項
を
削
り
、
同
表
食
肉

衛
生
検
査
所
の
項
中
「
副
所
長
」
の
下
に
「
、
輸
出
食
肉
専
門
官
」
を
加
え
、
同
表
環
境
森
林
事
務

所
の
項
中
「
集
約
化
専
門
官
」
を
「
副
所
長
及
び
集
約
化
専
門
官
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
四
条
の
表
医
療
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

救
急
医
療
体
制
検

消
防
法
第
三
十
五
条
の
八
第
四
項
の
規
定
に

医
務
課

健
康
福
祉

討
協
議
会

よ
る
知
事
へ
の
意
見
の
具
申
そ
の
他
同
法
に

部

よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
に
関

す
る
こ
と
。

第
百
七
十
四
条
の
表
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
民
健
康
保
険
運

国
民
健
康
保
険
法
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第

国
保
援
護

健
康
福
祉

営
協
議
会

三
項
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
事
業
の

課

部

運
営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
こ
と
。

第
百
七
十
四
条
の
表
農
業
共
済
保
険
審
査
会
の
項
中
「
農
業
災
害
補
償
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項

及
び
第
百
四
十
三
条
の
二
第
二
項
」
を
「
農
業
保
険
法
第
二
百
二
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
農

業
共
済
組
合
連
合
会
の
組
合
員
の
提
起
す
る
保
険
に
関
す
る
訴
の
審
査
並
び
に
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
行
政
組
織
規
則
に
規
定
す
る
機
関
が
行
っ
た
処

分
等
又
は
当
該
機
関
に
対
し
て
行
わ
れ
た
行
為
等
は
、
改
正
後
の
同
規
則
に
規
定
す
る
相
当
の
機

関
が
行
っ
た
処
分
等
又
は
当
該
機
関
に
対
し
て
行
わ
れ
た
行
為
等
と
み
な
す
。

（
群
馬
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

３

群
馬
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
の
表
次
長
、
事
務
長
、
副
校
長
、
部
長
、
学
部
長
、
所
長
、
セ
ン
タ
ー
長
、
事

業
所
長
の
項
中
「
、
学
部
長
」
を
削
り
、
同
表
外
国
語
研
究
所
副
所
長
の
項
、
教
務
主
任
の
項
、

学
部
長
の
項
、
研
究
科
長
の
項
、
附
属
図
書
館
長
の
項
及
び
学
科
長
の
項
を
削
る
。
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